2008年6月11～12日 第85回中央委員会 討議資料

2008年春闘の中間まとめ（案）
　生協労連・四役

Ⅰ．生協労連の2008年春闘の経過
· 生協労連の2008年春闘は、「ディーセントワークが実現できる職場と社会をつくろう」をスローガンに、①平和で安全･安心な社会とくらしをつくろう、②くらしと労働にセーフティネットをつくろう、③消費者と地域に貢献できる生協（会社）をつくろう、④安心して働き続けられる生協(会社)をつくろう、⑤生協(会社)で働くみんなが集う労働組合をつくろう」の5つを重点課題とし、全国でとりくみをすすめてきました。

· １月に開催した７つの地連の春闘組合学校には、全国のなかま115単組704人が参加し、各単組での2008年春闘での奮闘を誓い合いました。「なくせ貧困！2.13総行動」には、全国から史上最多の57単組652人のなかまが結集し、最低賃金の引き上げと均等待遇の実現を社会に強くアピールしました。2月を中心に、地連での各単協の理事会訪問や職場激励行動を行いました。各単組では職場からの要求を束ね理事会に提出し、統一回答指定日である3月12日を中心に回答を引き出しました。
· 1月30日に判明した「中国製冷凍餃子の中毒事件」は、日本全国に激震が走り、生協事業と私たちのしごと、私たちの要求実現のとりくみに多大な困難と課題を与えました。そうした困難な状況に直面し、生協労連書記局では、3月7日付で「厳しい情勢をチャンスととらえ、『生協改革』論議と結合した春闘にしよう」と回答指定日を前に、全国の単組への呼びかけを発しました。
· 3月21～22日に開催した第84回中央委員会では、私たちをめぐる状況と全国でのとりくみの到達点を踏まえて、32年ぶりの最低賃金法改正とパート労働法改正を実効あるものにしていくこと、賃上げの底上げ（ベア）・一時金の獲得、パートの均等待遇の成果をかちとるなど、要求を一歩でも前進できる春闘にするたたかいを旺盛に展開することを確認しました。さらに、餃子事件を踏まえての生協労連政策づくりのたたき台として、「『食の安全』の確立をめざして」を問題提起し、全国で論議ととりくみをすすめていくことを確認しました。
· 4～5月段階には、220人を集めた福島労組パート団交、600人を集めた京都パート労組団交、東京・京都・大阪の大学生協労組の集団交渉など、全国の単組で賃上げと労働条件の獲得を求めた団体交渉が精力的にすすめられ、多くの単組で再回答を引き出す成果をかちとりました。あわせて理事会にたいし、餃子事件の情報開示と説明責任を果たすこと、生協組合員と職場の実態をきちんと把握することを要求し、今後どういう対策をすすめていくのかという労使論議がすすめられました。さらに、最低賃金の引き上げと均等待遇の実現を求めた地域行動を旺盛に展開しました。
· 3月に北海道生協一般労働組合（札幌地区労連コープさっぽろ結分会の発展的改組）、愛知の同朋学園生協ユニオン、5月には生協関連一般労組関東という新しい労働組合のなかまを迎え入れました。また同じく5月に、広島合同労組に委託で働くなかまの組織が誕生しました。1月以降では、60単組以上で2,000人を超える労働者を労働組合に迎え入れる活動が全国ですすめられています。
· 生協労連の2008年春闘は、職場のなかまのくらしと労働からの切実な要求をしっかりと捉えて、職場と地域に根を張った労働組合活動がすすめられました。くらしと憲法･平和を守る要求実現のとりくみを職場･地域でくり広げ、生協運動と事業･経営の点検をすすめていく、そして、なによりも私たちの雇用と労働条件を守り、労働組合の組織強化･拡大をすすめることができました。
· 全国のなかまの活動の経過と到達点を共有化し、今後の前進に向けた課題と教訓を明らかにしていきましょう。

Ⅱ．平和で安全･安心な社会とくらしをつくるとりくみ
１．国民に襲いかかるいのちとくらしの脅威に反撃
· 私たち国民の生活をめぐっては、原油価格の高騰、乳製品や穀類の原材料の高騰などで、生活のベースを切り崩す物価値上げが襲っています。食パン、バター、チーズ、しょうゆ、みそ、パスタ、冷凍食品、ビール、コーヒーなど、まさに値上げラッシュです。生活必需品の値上げラッシュは、ワーキングプアや生活保護世帯、年金生活者など、低所得者層のくらしを圧迫し、不安と危機に追い込んでいます。福田内閣は、国民の生活を圧迫する物価高騰への対策を打たないばかりか、ガソリン税などの道路特税財源を維持し続け、国民の深刻な生活実態に目を向ける政治を実行していません。

· 6月3日、財政制度等審議会（財務相の諮問機関）は、2009年度予算編成に向けた建議（意見書）をまとめ、額賀財務相に提出しました。意見書は自然増を毎年2,200億円ずつ抑制する「社会保障費抑制路線」の堅持を明記し、安定財源確保のためとして消費税増税を含む「税体系の抜本的改革」を早期に実現することを求めました。西室会長は「早期（に実現）とは、今度の予算審議の中でやるべきだということだ」と、2009年の通常国会で消費税増税法案を成立させるべきだとの考えを表明しています。経済財政諮問会議が今月下旬にも取りまとめられる「骨太の方針2008」に、この意見書を反映しようとしています。消費税増税に狙いを定めた動きが緊迫の度を加えています。
· 4月から実施された後期高齢者医療制度にたいして国民の強い怒りが日本列島をおおっています。75歳という年齢だけで医療保険制度を区分し、所得のないお年寄りからも保険料を徴収する制度は「姥捨て」政策にほかなりません。年齢によって提供される医療サービスに差をつけることは、憲法14条に違反する差別政策です。「高齢者を狙い撃ちにし、国民負担を自動的に引き上げる医療制度は廃止しろ」という国民の声を反映し、5月23日には、野党4党の共同提案で廃止法案が参議院に提出され、6月6日の参院本会議で廃止法案を可決しました。国民の世論による画期的な前進であり、「金がかかる」と高齢者の命をおろそかにする後期高齢者医療制度は、ただちに廃止するよう求める運動を強化しましょう。
· 6月10日現在、「後期高齢者医療制度の中止を求める署名」は35単組24,693筆、「後期高齢者医療制度の廃止を求める署名」は24単組11,799筆集約され、「消費税増税反対署名」は38単組43,001筆、「庶民増税反対･社会保障の充実を求める署名」は35単組24,111筆集約されています。

２．憲法と平和を守る運動の大きな前進
· 憲法をめぐって、4月8日付の読売新聞の調査では、「憲法を改正する方がよい」 42.5％、「.改正しない方がよい」43.1％と、15年ぶりに「憲法を改正しない方がよい」が「改正した方がよい」を上回りました。5月3日付の朝日新聞の調査では、「憲法9条は変えない方がよい」が66％に達し、昨年の49％から大きく世論が動き始めています。4年前に「九条の会」が結成され、全国7,000を超える規模に広がった草の根の運動が、こうした世論の変化をつくり出しています。
· 5月4～6日に幕張メッセで開催された「９条世界会議」には、のべ2万人を超える人たちが来訪しました。幕張メッセの初日の全体会には12,000人が参加し、ほか3,000人が満員のため入場できませんでした。2日目の分科会には6,500人が参加し、当日券完売のため500人が入場できませんでした。海外からの参加者は、31カ国・地域から150名以上にのぼりました。5月5日の広島会場は1,100人、5月6日の仙台会場は2,500人、大阪会場は8,000人が参加しました。このように｢９条世界会議｣は、３日間に4つの会場でのべ3万人以上が参加するという大きなものとなりました。憲法9条が国内外で注目され、平和を求める運動の国際的な広がりを確信するものとなっています。
· 4月17日、名古屋高等裁判所は、自衛隊のイラク派兵差し止め訴訟の控訴審判決で、航空自衛隊の空輸活動は憲法違反だとする画期的な判決をくだしました。判決は、バグダッドはイラク特措法にいう戦闘地域に該当し、航空自衛隊が「掃討作戦」を展開する米軍などの多国籍軍の武装兵員を輸送することは、他国による武力行使と一体化した行動であって、自らも武力の行使を行ったと評価を受けざるをえないとしました。その認定の上に、航空自衛隊の空輸活動は、政府と同じ憲法解釈に立ち、イラク特措法を合憲とした場合であっても、同法に違反し、憲法9条1項に違反する活動を含んでいることが認められると明快に断じました。また、憲法前文に定める平和的生存権は、すべての基本的人権の基底的権利であって、裁判所に保護・救済を求め、発動を請求することができる意味で、具体的な権利性を有するとしました。
· 名古屋高裁の判決は、福田内閣に、直ちにイラクから航空自衛隊を撤収させることを断固として求めます。また、米軍の「掃討作戦」を「支援」することが否定されたいま、自衛隊自身が「掃討作戦」を行うことすら視野に入れる「海外派兵・武力行使恒久法案」が、憲法9条に照らして許されないことは明白です。政府、自民党による同法案制定作業を即刻中止するよう、強く要求します。
· 一方、改憲を至上命題とする新憲法制定議員同盟は、5月1日「新しい憲法を制定する推進大会」を開催し、憲法審査会の始動と改憲論議の再開を求める決議を採択しました。「新しい憲法を作る国民会議」は5月3日「新しい憲法をつくる国民大会」を開催し、自民党・国会戦略本部が「国会ビジョン策定員会・政治体制改革プロジェクトチーム」を開催するなど、憲法をめぐる情勢は、過半数世論の結集をめぐって激しいつばぜり合いの状況となっています。
· 2月19日未明の千葉県南房総市沖合での、海上自衛隊のイージス艦「あたご」が、マグロはえ縄漁船「清徳丸」と衝突し沈没させました。イージス艦衝突事故と防衛省・自衛隊の対応で見過ごせないのは、軍事優先と責任を隠ぺいする体質がますます強まっていることです。
· 沖縄の女子中学生暴行事件で米政府・軍が「遺憾」表明をした舌の根も乾かないうちに、フィリピン女性暴行事件、横須賀でのタクシー運転手殺人事件など米兵犯罪が相次いでいます。在日米軍は世界の紛争に介入する“殴り込み部隊”で、世界の「憲兵」だという思い上がりが犯罪を生む原因になっています。こうした犯罪を起こさせないためにも、在日米軍基地の縮小・撤去が不可欠です。沖縄県民は3月23日に県民大会を開催し、性犯罪を含めて米兵犯罪を許さない、断固とした県民の意思を示しました。
· 5月16日、横須賀市議会は本会議で、原子力空母の配備及び安全性を問う住民投票条例案を、賛成8、反対33、棄権1により否決しました。原子力空母の配備をこの8月に控え、前回よりも1万以上も増えた約5万筆の署名による市民の願いにたいして、市長は正面から受け止めようとせず、市議会の多数の議員もこれに同調し拒絶しました。その一方で市議会は、安全の強化を求める意見書を採択し、原子力空母の配備による安全の危機にたいする5万にのぼる市民の声を無視できずにいます。7月13日には、現地横須賀で「原子力空母の配備を許すな7.13大集会」が開催されます。
· 4月5～6日に横須賀市で開催した生協労連憲法闘争交流会には、全国から75人が参加しました。交流会では、『イラクの子どもたちを救う会』（代表 西谷文和さん）の「イラク戦場からの報告」のビデオを鑑賞し、今も終わらない惨劇の実相を目の当たりにしました。また、記念講演では朝日新聞『Ｂｅ』編集部の伊藤千尋さんに「憲法の輝きを世界のすみずみに」と題しての講演をいただきました。単組からの活動報告と交流を行い、横須賀米軍基地の状況を船上から視察するなど、充実した２日間の交流を行いました。この春闘期間中にも各地の労働組合で、地域と一緒になったとりくみ、生協労使･生協組合員との共同のとりくみ、労働組合「九条の会」など、全国的な運動が広がっています。昨年秋から取り組んでいる「憲法9条を守る署名」は、6月2日現在、39単組から29,838筆集約されています（旧署名と合わせて91,984筆）。

３．憲法と平和、くらしを守る運動をさらに大きく広げよう
· この春闘で全国の単組では、生協理事会との共同、生協組合員との共同を広げ、「平和と憲法を守れ」、「国民のいのちとくらしを守れ」の運動をすすめました。餃子事件の発生による影響があったことは事実ですが、2.13総行動には多くの全国のなかまが結集し、地域や店頭でのポケットティシュの配布や署名行動が展開されました。
· 6月6日投票でたたかわれた沖縄県議選は、自公与党が敗北し、後期高齢者医療制度の廃止や新基地建設に反対する野党が多数を占めました。沖縄県民は、後期高齢者医療制度の廃止と、辺野古への米軍新基地建設を許さない意思を示しました。
· 地球環境と地球温暖化問題が深刻さを増すなかで、7月に洞爺湖でＧ8環境サミットが行われます。地球温暖化防止が実効あるものになるよう、日本政府が強い意思をもって各国に働きかけていくことが求められます。7月4～6日にかけて、全労連などが共催するサミット行動に生協労連として積極的な参加をすすめます。
· 憲法と平和を蹂躙し、国民のいのちとくらしを深刻にしていく自公政権、福田内閣の政治にたいして、国民の多くが怒りをあらわにし始めています。各種の世論調査では、福田内閣の支持率は20％を切り、不支持率は過半数となっています。国民的な世論と運動を前進させ、政治の革新を求める共同を大きく広げていく必要があります。
Ⅲ．くらしと労働にセーフティネットをつくるとりくみ
１．史上最大のとりくみ！！　「なくせ貧困！2.13総行動」
· 2008年春闘は、32年ぶりの最低賃金法とパート法が「改正」され、「ワーキング･プア」の増大にストップをかけるために、「どこでもだれでも時給1,000円以上」に全力をあげ、均等待遇実現に向けて一歩でも二歩でも前進できる春闘にしていくことが求められていました。
· 「なくせ貧困！2.13総行動」は、全国から57単組652人の生協労連のなかまが参加し、生協労連史上最大のとりくみとなりました。国会議員要請行動では、「働くルールを守る四項目署名」とあわせて「中国製冷凍餃子事件の原因究明を求める要請」を行い、国会議員･議員秘書との懇談をすすめました。また同日の厚生労働省前集会では、生協労連独自の「均等待遇の実現を求める団体署名」を提出しました。日比谷野外音楽堂での集会や銀座パレードのもようが、新聞やテレビで報道されるなど、最低賃金の大幅な引き上げと均等待遇の実現を世論に大きくアピールすることができました。
· 「生かそう9条」と「誰でもどこでも時給1,000円・均等待遇実現」の組み合わせで、13万個作成したポケットティシュは、全国の単組で活用がはかられました。
· 5月24～25日に仙台で開催された「第16回全労連パート・臨時・派遣で働くなかまの全国交流集会」には、全国の単産･地方から540人が参加し、生協労連からも全国から200人を超えるなかまが参加しました。この交流集会を準備し大きく支えたのは、地元宮城県から参加した100人を超える生協労連のなかまの奮闘です。交流集会は、ＮＨＫワーキングプア・チーフプロデューサーの春原雄策さんが参加し、「貧困と格差を克服し、人間らしい働き方を実現するために」のシンポジウムを行うなど、非正規労働者の運動の前進の必要性を実感できるものとなりました。
２．最低賃金引き上げを求めるとりくみが前進
· 1月17日には、全国から27単組53人のなかまが参加し、生協労連「最低賃金闘争交流会」を行い、最低賃金の引き上げと各地の最低賃金審議会の労働者委員の獲得をめざして、全力をあげる意思統一をはかりました。それに先立ち生協労連単独で厚生労働省と交渉し、翌1月18日には、全労連の最賃デーとしてとりくまれた集会・デモ･厚生労働省交渉などに13単組29人のなかまが参加しました。最低賃金闘争推進委員会では、全国の運動の前進の武器として「最賃ステッカー」を3万枚作成し普及をすすめています（6月10日現在、26組織から17,610枚の注文）。
· 中央･地方の最低賃金審議会の労働者委員には、生協労連から31人のなかまが立候補し、公正な任命をかちとるために奮闘しました（残念ながら中央とすべての地方が連合委員の独占となりました）。各地方では、再審査請求、不服申し立てのとりくみを行っています。5月30日の最賃デー中央行動には、全国から18単組52人が参加し、厚生労働省交渉で最低賃金の大幅引き上げと「なぜ審議委員の公正任命が行われなかったのか」を追及したのをはじめ、宣伝行動、集会、デモを行いました。生協労連として、最賃審議委員の公正任命を求める運動の前進をはかるためには、早期に動き出す態勢と機敏な情報交流が求められています。あわせて、最低賃金の引き上げと審議委員の獲得をめざした運動強化を全労連に求めていきます。

· 厚生労働省が、改正最低賃金法の施行を7月1日とすることをほぼ決めたことにより、2008年度の最低賃金の改定審議は新法のもとで行われます。しかし問題なのは、厚生労働省がいまだに、「生活保護基準との整合性については審議会で議論してもらう」と逃げていることです。各地方の審議会への要請行動を強めるとともに、基準は各都道府県庁所在地の水準で行うことを、中央･地方で要請していくことが必要です。

· 「働くルールを守る四項目署名」は、6月10日現在、47単組から45,201筆集約され、「均等待遇の実現を求める団体署名」も41単組から781筆集約されています。「働くルールを守る四項目署名」の紹介議員は、47人（民主党19人・共産党16人・社民党11人・国民新党1人）にのぼっています。最低賃金の大幅な引き上げが実現できるよう、運動を大きく広げていくことが求められています。

３．委託・派遣問題と管理監督者問題が世論に
· 「ワーキングプア」の実態、大企業の偽装請負、日雇い派遣の問題などが次々と告発され、国会でも追及されることによって、自公政権と財界に抜本的な是正をせまっています。生協でも委託･派遣労働者の拡大が常態化しています。委託･派遣労働者は、生協業務の情報の外におかれ、その労働実態も人権が守られているとはいいがたい実態が浮き彫りになっています。労働組合として、派遣や委託労働者との対話をすすめ、組織拡大していく視野を持って、その実態の改善をすすめていくことが求められています。
· 4月25日に出された「松下プラズマディスプレイ」偽装請負事件の大阪高裁判決は、請負会社と松下側が結んだ業務委託契約を「脱法的な労働者供給契約」と断罪し、「派遣先」会社と原告の間に「黙示の労働契約」が成立していると認定して、契約更新拒否は「解雇権の濫用」で無効としました。派遣先の雇用責任を認めたこの判決は、派遣法改正の方向（派遣先責任強化、「みなし雇用」制度導入など）を後押しするものといえます。
· 労働者派遣法の改正を求めるたたかいは、重要な局面を迎えています。4月には野党各党が、相次いで改正法案骨子を発表するところまできましたが、その内容にはばらつきがあり、民主党案は「労働者保護」概念に不十分さがあると指摘されています。連合の一部の労働組合が、法改正の流れに反対する主張を公然と掲げだしたのです。全国の運動を背景に派遣法改正の流れをつくってきたのですが、労働組合の一部を巻き込んで行われはじめたことは重大です。

· 1月28日に東京地裁は、マクドナルドの店長の未払い残業にたいして、「店長｣の肩書きだけで管理職とはいえないとして同社に残業代の支払いを命じる判決を出しました。店長の職務内容、権限、待遇から考えると労働基準法にもとづく管理監督職にはあたらないということです。この判決を受けて、外食産業・小売業界で、店長への残業代を支払う動きが広がっています。生協でも、管理監督的地位という判断がされ、残業代が払われていない職員が少なくないことから、職務内容、権限、待遇という関係で整理していくことが必要です。少なくとも、残業時間とその手当てが見合っていない場合は、ただちに改善していくことが求められます。この春闘では、労働組合として是正要求を出し、いくつかの単組で管理職手当の増額をかちとっています。
４．国鉄闘争･争議支援、労働委員会の民主化などのとりくみ
· 4月1日に1,100人を超える参加で、「国鉄改革から22年、政府の解決決断を求める4.1集会」が開催されました。国鉄が1,047人を解雇されてから、すでに22年の月日が流れ、47人が他界する痛ましい事態となっており、問題解決に向けての政府の決断が問われています。5月に開始した団体署名は、6月10日現在10単組32筆という到達点で、全国的なとりくみの強化が求められています。全面解決めざして、集会、裁判闘争、全動労争議団勝たせる会の会員拡大などへのとりくみ強化が必要になっています。
· 全国･地方での労働者や労働組合にたいする不当な扱いにたいする争議にたいして、団体署名･裁判や支援行動への参加をすすめました。私たちが支援してきた中野区保育園の非常勤職員の解雇争議は、全面的な勝利和解を実現し、この4月から職場復帰を実現しました。公務職場で働く非常勤職員の解雇を撤回し、職場復帰をかちとるとなったことは、全国の非常勤･非正規で働く労働者をはげます画期的な全面勝利解決です。
· 地方労働委員会の労働者委員の公正な任命を求める運動への積極的な参加をすすめるとともに、中央労働委員会の不当な労働委員選任にたいする裁判にたいする署名、行動への参加をすすめました。団体署名は、6月10日現在20単組104筆が集約されています。中央労働委員会の労働者委員は、9期18年にもわたる連合独占の不当任命が続けられています。最低賃金審議委員の公正任命のとりくみとあわせて、労働行政の民主化をはかるものとして位置づけ、運動を強化していく必要があります。
Ⅲ．消費者と地域に貢献できる生協（会社）をつくるとりくみ
１．食の安全･安心の確立に向けて全力をあげるとりくみ

· 1月30日に判明した「中国製冷凍餃子の中毒事件」は、生協組合員への重篤な健康被害を発生させ、全国の生協は社会的にも厳しい批判を受けました。この事件の影響で、生協事業の大幅な落ち込みと、組合員の脱退、組合員拡大活動の自粛･凍結などで、2007年度決算見通しに大きな修正を迫られ、新年度予算が立てられない事態も発生しました。私たちの要求実現のとりくみにも影響を与え、団交の延期、回答遅延などの事態も発生しました。しかし労働組合の奮闘によって、すべての単組でこの事件を理由にした賃金･一時金の切り下げを行わせず、ベアの獲得と労働条件の前進を生み出しています。
· 生協労連はこの問題を真正面に受け止め、2月7日には中央執行委員会名で「中国製冷凍餃子の中毒事件にたいする認識と当面の方針」を全国に発信しました。2月29日には日本生協連との懇談を実施し、全国の生協と労働者のリアルな状況を伝えるとともに、意見を交わしました。さらに「2.13総行動」における国会議員要請の際に、この問題の国による原因究明の要請もおこないました。3月21～22日に開催した第84回中央委員会では、全国のとりくみの状況を把握しながら、餃子事件を踏まえての生協労連政策づくりのたたき台として、「『食の安全』の確立をめざして」を問題提起しました。そして、6月11～12日の第85回中央委員会では、生協労連と生協労働組合の今後のとりくみを提起します。
· 事件発生以来、全国のなかまは懸命にお詫びと信頼回復に向けて奮闘しました。各地の労働組合では、昼夜を分かたず奮闘している労働者の肉体的精神的疲労にたいし、なかまに寄り添い、相互に激励しあい、理事会にたいしての要請もすすめられました。全国の単組でアピールが発せられ、理事会にたいし、情報開示と説明責任を果たすこと、生協組合員と職場の実態を把握すること、今後の対策をどうすすめていくのかの論議をすすめました。
· 地連や単組で研究会やシンポジウム・討論会が開催されるなど、「食の安全」確立に向けたとりくみがすすめられています。「食の安全」を保障することは、生協として絶対的な信頼ですし、保障しうる労働にしていくことが労働組合の要求です。労働組合として、そうした生協と労働をつくっていくための要求と論議、とりくみが必要になっています。
２．生協組合員と連帯できる労働者の育成めざすとりくみ

· 5月8～9日に、全国から14単組75人が参加して、栃木県宇都宮市で第3回店舗セミナー交流会を開催しました。「店舗事業の現状と展望」をテーマに折戸功氏（日本店舗開発支援機構）からの講演を受け、グループに別れて「とちぎコープ」と「ヨークベニマル」、ローカルスーパーの「たいらや」の店舗リサーチを行いました。2日目には、重点商品を中心にＭＤラリーを行い、ＭＤラリーの結果と店舗リサーチの結果をグループごとに報告しました。参加の7割がパート労組員で、今後の仕事に活かしていきたいという感想が多く寄せられています。
· 5月17～18日に、第8回介護事業交流会が千葉市で開催されました。現地、生協労組ちばのなかまをはじめとして全国から83人が参加し、大いに議論し、学び、交流を深め合った交流会となりました。1日目は、3時間半を使って6つの分科会を開催し、それぞれのテーマを深め合いました。2日目は全体会で、各分科会からの報告後、京都女子大の石田一紀さんが「新たな確信のために」と題して記念講演を行いました。参加者からは、「参加できたことがとても有意義な時間を過ごせたことになったと思います。刺激を受け、また、明日からの力になります。」との感想が寄せられています。
· 東北地連では、5月31日～6月1日に7単組46人が参加して、「餃子事件からなにを学ぶか」をテーマに地連生協研を開催しました。また、北海道地連では、7月21日に地連生協研を開催する予定です。生協労連では、7月6～7日に無店舗セミナー交流会の開催を予定しています。

３．事業連合との集団的労使関係づくりのとりくみ
· 2月29日に、餃子事件問題が中心となりましたが、生協労連中央執行委員会と日本生協連専務理事との懇談が実現しました。今後、生協労連と日本生協連との定期的な協議･情報交換の場づくりをすすめていきます。
· 2008年春闘前半の各地連の理事会訪問では、事業連合や日本生協連の地連との懇談をすすめました。コープネットでは、事業連合と加盟単協の労使一同に会しての協議がすすめられています。コープネット、ユーコープの統合化の動きを受けて、労使での集団的な懇談･協議が進められていましたが、餃子事件を契機に凍結となりました。
· 大学では、東京･京都･大阪で集団交渉が行われました。

Ⅳ．安心して働き続けられる生協(会社)をつくるとりくみ
１．粘り強くベア獲得を追求した春闘

●正規・パートの賃上げ回答の状況＜賃金回答の単純平均（金額＝正規月額・パート時間額）＞
	
	2008年春闘
	2007年春闘

	
	6月10日現在
	6月4日現在
	最　　終

	
	単組数
	金　額
	％
	単組数
	金　額
	％
	単組数
	金  額
	％

	正　規
	102
	3,848円
	1.23
	52
	4,691円
	1.52
	73
	4,338円
	1.35

	パート
	68
	6.56円
	0.69
	42
	7.93円
	0.29
	60
	7.93円
	0.42


※ 単組数は、金額が標記できていない回答を含む
· 3月12日を中心に、生協労連に結集する各単組に賃金・一時金回答が出されました。しかし餃子事件の影響もあって、回答遅延や厳しい回答が続出し、第84回中央委員会では、「働くなかまが元気になること」、「生活改善につながること」、「前向きに仕事ができること」を獲得目標として、今後の職場論議と労使交渉をすすめることを呼びかけました。各単組では、働くなかまの奮闘によって増収増益を実現したこと、人手不足のなかで大きな貢献をしていることを訴えてきました。また最低賃金法とパート法の改定後の春闘であり、パートなど非正規の労働条件改善が求められていることを団体交渉で訴えてきました。
· 理事会からの回答が出されて以降、経営再建以降はじめて220人を集めた福島労組パート団交、労組員の半数の600人を集めた京都パート労組団交、東京・京都・大阪の大学生協労組の集団交渉など、切実な要求を実現するための団体交渉が各地で展開されました。全国で粘り強いたたかいが展開され、多くのところでなんらかの再回答を引き出す成果をかちとりました。再回答を引き出すことができない単組でも、今後の改善の必要性を確認し、理事会に検討を確約させています。ベースアップ・底上げを獲得した単組は、正規21単組（部分ベア・改定を含めると30単組）・パート14単組（部分ベア・改定を含めると23単組）と昨春闘を上回る前進をつくりだしてきました。しかし正規では定昇のみ回答が多く、パートでは定昇制度があるところは確保されているものの、ゼロ回答単組が10単組もあります。
· パートや非正規の処遇改善は、昨年と比べてベア獲得単組が増加できたように、団結の力と、最低賃金を引き上げ、非正規の処遇改善を社会的な課題としてきた運動の成果により、昨年より前進をかちとることができました。昨年パートを組織化した岩手学校では、はじめてパートの要求を掲げて春闘をとりくみ、10円のベアを獲得しました。おかやまでは、アルバイトの時給改善を要求して、50円の配送手当を獲得し、労組加入に結びつけています。関西地連では、ベアにこだわり、とくにきびしいところの底上げをはかろうと意思統一し、各単組が粘り強く団体交渉を繰り返し、前進を獲得しました。とくに、220人を集めた福島労組パート団交、600人を集めた京都パート労組団交が行われ、職場からの団結で再回答を引き出したたたかいは象徴的なとりくみとなりました。
· 国民春闘共闘・全労連に結集する単産・単組の賃上げは、昨春闘回答を若干減少という水準にあるもののベースアップの獲得などの回答を引き出しています。パートでは、時給平均25.6円のアップをかちとっています。連合では、ほとんどの単産・単組が正規のベアをかちとり、一時金要求にたいして満額回答が続出しています。パートでは、時給平均22.4円のアップをかちとっています。大手チェーンやローカルスーパーを組織するＵＩゼンセン流通部会では、正規800円以上のベア、パート時給20円以上の引き上げ回答が出されています。また、求人募集でみれば、全国的にパート･アルバイトの募集賃金は大きく上昇しており、高卒･大卒初任給も上昇傾向にあります。2008年春闘は、産業･企業ごとのバラつきがあるものの、パート･非正規の賃金･労働条件改善を含めて、ベースアップ・底上げの水準を焦点とした労使の攻防という春闘となりました。生協労連の各単組の水準は、全国･全産業の水準から見れば低い到達点ですが、全国の単組での粘り強い奮闘によってその差を縮めることができ、前進的な局面を開いた春闘といえます。
２．前年実績を上回る夏季一時金を獲得

●正規・パートの夏季一時金回答の水準＜夏季一時金回答の単純平均（正規・パートとも月数＞
	   
	2008年春闘
	2007年春闘

	
	6月10日現在
	6月4日現在
	最　　終

	
	単組数
	月　数
	単組数
	月　数
	単組数
	月　数

	正　規
	92
	1.75
	65
	1.61
	118
	1.64

	パート
	51
	0.71
	39
	0.62
	60
	0.65


· 単組数は、月数が標記できていない回答を含む

· 夏季一時金については、6月10日現在で正規・パートともに前年同月数とプラス単組が多数となっています。また、東京大学労協では、集団交渉で一時金月数の前進をかちとっています。
３．各単組で粘り強く労働諸条件を獲得

· 賃金や一時金での前進が厳しい春闘のなかで、各単組では粘り強く職場からの要求にもとづいて、団体交渉を行い、慶弔休暇、結婚休暇、介護休暇など福利厚生面での均等待遇要求の前進などを獲得してきています。
· 2月23～24日には、26単組71人が参加して「いのちと健康を守る交流会」を開催し、現場で大きな課題となっているメンタルヘルス問題に焦点をあて、この間とりくんできた「生協労働者の健康と仕事に関するアンケート」調査を分析し、予防と職場復帰などの対策について交流しました。
４．改定パート法を活用したとりくみ

· 生協労連では、「パート法活用リーフ」を作成し、労使関係で均等待遇実現に向けた前進をつくることを春闘の大きな柱としました。また、パートの採用困難から一時金を取り崩して採用時給にまわすという対応が広がりを見せていることから、中央執行委員会として「一時金取り崩し問題の当面の対応」を全国に発信しました。

· 各地の生協では、改定パート法の趣旨に反して、アルバイト契約の拡大がすすんでいます。アルバイトは臨時的な雇用であり、パートとの仕事と労働時間の区分を明確にすることを確認していく必要があります。組織拡大を視野に入れ、アルバイトが安心して働き続けることができる生協にしていくことが求められています。この春闘では、アルバイトの時給引き上げの要求をかかげ交渉をすすめていくことや、組織拡大に踏み出すなどの前進的事例が生まれています。
· この春闘で労使確認できた、ぎふのパート人事制度は、3年かけて労使で交渉した結果、定時を下げないでアルバイトを上げて統一する制度を実現しました。年収調整をしている層（Ｈコース）としていない層（Ｃコース）に区分した制度になり、今後の人事制度を検討する上で注目すべき制度となっています。おかやまでは、複線型定時職員人事制度についての提言書を労組として作成し、仕事賃金へのシフト、正規・定時含めたキャリアチェンジを可能になどとなっています。中四地連では、専門職員制度の導入が相次ぎ、えひめでは配送職に配置し、昇給なし、175千円の固定給、異動なしの制度です。労働組合で、職務の価値を点数化して格付けした結果、エリア担当者（正規）と専門職は30.5点の同点で、配送パートは26.5となり、パート法に即した改善を迫っています。鳥取県でも配送職に導入され、連動して配送パートの時給が大幅にアップ（経験年数×10円）しました。とくしまでは、定時職員の制度変更には時間がかかるとして、採用難・流出防止策のために嘱託職員制度導入が緊急提案されています。年収200万円程度ということで、7月1日導入予定にたいし労働組合が改善を求めて交渉しています。しまねは、改正パート法への対応として配送メイト（週35時間、正規37.5時間、定時20～30時間）導入し、年収234万円、一時金ナシ月給195千円、定昇あり、退職金あり（20年で117万円）の制度となっています。関東では、とちぎ・いばらき・ちばで、コープネットの人事制度に統一するための協議をすすめています。
· 連合が改定パート法に即して、時給のアップ、正規への転換制度、慶弔制度、福利厚生施設の利用、通勤交通費など、具体的な改善を統一要求として推し進めました。生協労連はこの間、全国で均等待遇の実現に向けたとりくみを展開してきましたし、この春闘では多くのところで前進回答を引き出しています。今後、全国的な到達点を調査し、改定パート法に即しての具体的な獲得課題を統一闘争して推し進める必要があります。
Ⅴ．生協（会社）で働くみんなが集う労働組合をつくるとりくみ
１．2,000人の新しいなかまを迎え入れる組織拡大運動が前進
· 3月に、北海道生協一般労働組合（札幌地区労連コープさっぽろ結分会の発展的改組）、愛知の同朋学園生協ユニオン、5月には生協関連一般労組関東という新しい労働組合のなかまを迎え入れました。また同じく5月に、広島合同労組に委託で働くなかまの組織が誕生しました。1月から6月3日までで、63単組で2,171人を超える労働者を労働組合に迎え入れる活動が全国ですすめられています。
· 岡山の関連･一般労組では、駅頭でのバレンタイン宣伝活動のさいに、労働相談が寄せられ、2人の労働者の加入というドラマが生まれました。かながわでは、未組織の登録パート（アルバイト）全員にアンケート配布し、また関連会社の組織化をすすめ、正規･パート47人の拡大をすすめています。
· コープネットとコープながのでは、ユニオンショップ施行にともない、それぞれ168人、64人のなかまを迎え入れています。コープやまぐちでは、労働組合強化めざして19ケ月連続拡大を継続し、定時職員組織率41%を55%まで高めています。また各地の生協で、アルバイトの組織化、介護労働者、委託・派遣労働者の組織化への着手がはじまっています。

· 東北地連では、1月6～7日に、共立社の臨時パートの組織化に向けた「総がかり作戦」を行い、当日7人が加入し、11人まで組織拡大をすすめています。また、秋に関東地連として「総がかり作戦」をとりくんだシーエックグループ労組では、パート部会準備会を立ち上げ、活動をすすめています。6月18日には、全労連総がかり作戦が富山県で行われることから、関西地連として統一行動を準備しています。東海地連では、6月25日にコープぎふの総がかり作戦を計画しています。
· １月12日～13日、愛知県豊橋市で第３回労働組合の拡大強化をめざす交流会を開催し、20組織38人（生協労連組織部、講師含む）が参加しました。①秋の組織拡大月間の特徴的なとりくみと教訓について学ぶとともに、春の月間のすすめ方について意思統一すること、②組織拡大ハンドブックのポイントについて学習すること、③大学生協のパートのなかまの組織化、直雇用の未組織労働者の組織化、委託労働者の組織化、介護労働者の組織化に向けて分科会で交流することを目的に行い、春の組織拡大月間への勢いをつけることができました。第４回交流会は、７月12～13日に京都で開催する予定で準備しています。
２．労働組合の組織強化のとりくみと統一闘争が前進

· 2008春闘は、各単組で職場からの要求を束ね理事会に提出し、その要求はかけがえのないものという位置づけで交渉がすすめられました。あわせて、生協労連の統一闘争と「国民春闘」に結集して、労働者･労働組合間の交流･共同・ネットワークづくりをすすめるとりくみも強められました。各地の地連を軸にした統一闘争も大きく前進しています。関西地連では、3月3日に一斉職場激励行動を行い、統一回答指定日である3月12日には、ほぼ全単組が回答を引き出し、その後も再回答引き出しの支援を強めています。

· 2月1日に発足した「生協労連共済会」は、スタート時に3単組の加入にとどまりましたが、その後、大学生協東京東部連合労組、東都生協定時労組が加入しました。生協労連共済会運営委員会は、この6月と7月を「共済加入キャンペーン月間」とし、8月からの新年度に多くの単組が加入していただくことを呼びかけています。みんなですすめる労働組合の共済制度として、大きく育てていきましょう。

· 待望されていた「労働組合ハンドブック」と「組織拡大ハンドブック」が完成し、それを活用した学習やとりくみがすすめられています。6月10日現在、「労働組合ハンドブック」は29単組1,012冊、「組織拡大ハンドブック」は30単組765冊の注文が集約されています。

· 生協労連全体では、組織強化･拡大に画期的に踏み出した春闘といえますが、そうした中でも要求を提出できない、機関会議も開かることができない単組があることは事実です。そうした単組は、労組活動そのものが困難になっている可能性があることから、あらためて労組活動を点検し支援が必要となっています。
３．情報発信と集中のとりくみ
· 生協労連書記局では、2008年春闘のとりくみや状況について、「たたかいの息吹」や適時の情報提供を行うなど、日常的な広報･情報発信を行いました。また、地連や単組でもニュースが頻繁に出されています。しかしこの春闘では、餃子事件が起こったことによる情報収集や整理内容の意思統一に多くの時間がさかれたことも事実で、生協労連書記局として、必要な時期に、必要な情報が、敏速に提供できたかといえば、その点の不十分さは否めません。「たたかいの息吹」を中心に据えて、必要な情報の収集と単組がのぞんでいる情報発信が敏速にできるよう必要な態勢をとっていきます。
· 2008年春闘は、全国の単組で積極的に要求提出し、回答を引き出し、粘り強く団体交渉を繰り広げた春闘といえます。その点では、情報を集中した単組の数は、昨年と比べても大きく前進することができました。しかし、具体的な金額や月数などの情報が十分でない傾向があります。全労組員に及ぶベアの獲得などの成果にいたらないことや、人事制度が入って平均値が把握できないなど、数字で集約することの困難性があります。しかし、日本の労働者全体がたたかっている春闘のなかにあって、どういう水準にあるのかを見れるようにする必要があります。今後の春闘での評価をする上でも、数字できちんと把握する必要があります。少なくとも、賃上げ、一時金の平均値は把握し全国で共有化していくことが求められます。
· 生協労連として、友好労組との春闘情報ネットワークをつくることを方針とし、この春闘にのぞみました。しかし、餃子事件の影響もあって定期的に情報発信と交流ができる態勢を構築することができませんでした。必要な情報は、適時発信しましたが共有化というレベルには到達できていません。今後に向けて、友好組織の要望もしっかりと把握して、情報の共有化をはかれる態勢構築をすすめます。



















